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政
策
の
概
要

基
本
目
標

【
達
成
す
べ
き
目
標
】

外
部

有
識

者
に
よ
る
意

見
聴

取
の

結
果

意
見

聴
取

の
結

果
を
踏

ま
え
た
検

討
の

方
向

性

政
策

に
関

連
す
る
内

閣
の

重
要

政
策

の
欄

は
本

当
に
な
い
の

か
、
主

権
者

教
育

に
言

及
し
て
い
る
も
の

は
あ
る
印

象
を
受

け
る
が

。

当
方

で
把

握
す
る
限

り
、
教

育
再

生
実

行
会

議
か

ら
政

府
に
対

し
て
、
「
選

挙
権

年
齢

引
下

げ
へ

の
適

切
な
対

応
」
に
つ
い
て
の

提
言

は
あ
る
も
の

の
、
重

要
政

策
と
し
て
政

府
決

定
さ
れ

て
い
る
も
の

は
あ
り
ま
せ

ん
。

投
票

し
や

す
い
環

境
整

備
の

効
果

が
現

れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思

う
の

で
す
が

、
投

票
行

動
な
ど
有

権
者

の
側

で
利

便
性

が
向

上
し
た
環

境
を

活
用

し
て
い
る
状

況
に
つ
い
て
デ
ー
タ
を
示

す
こ
と
は

難
し
い
で
し
ょ
う

か
。
ア
ウ
ト
カ
ム
指

標
が

あ
る
と
素

晴
ら
し
い
と
思

い
ま
す
。

投
票

行
動

や
投
票

率
は

、
選

挙
の

争
点

や
天

候
な
ど
様

々
な
要

因
が

関
係

す
る
も
の

で
、
一

概
に
そ
の

要
因

を
申

し
上

げ
る
こ
と
が

困
難

で
あ
る
た
め
、
投

票
環

境
整

備
が

選
挙

人
の

投
票

行
動

や
投

票
率

に
寄

与
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か

な
か

申
し
上

げ
る
こ
と
は

困
難

で
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

な
お
、
今

回
の

参
議

院
選

挙
後

に
選

挙
人

に
対

す
る
意

識
調

査
を
行

う
予

定
で
あ
り
、
そ
の

際
に
、
今

回
の

投
票

環
境

整
備

に
関

す
る
項

目
も
入

れ
る
予

定
に
は

し
て
い
ま
す
。

指
標

４
：
測

定
指

標
が

「
実

施
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
評

価
の

判
断

に
異

存
あ
り
ま
せ

ん
が

、
「
効

果
」
と
し
て
示

す
に
は

　
調

査
結

果
な
ど
か

ら
意

識
向
上

等
の

結
果

を
あ
わ

せ
て
示

し
て
頂

く
と
わ

か
り
や

す
い
と
思

い
ま

す
。

政
治

や
選

挙
に
関

す
る
意

識
調

査
は

、
参

院
選

後
に
実

施
さ
れ

る
予

定
で
あ
り
、
現

段
階

で
政

治
意

識
を

数
値

化
し
て
示

す
こ
と
は

困
難

で
す
。

憲
法

改
正

国
民

投
票

制
度

の
認

知
度

が
２
５
年

度
よ
り
２
７
年

度
が

低
下
し
て
い
る
要

因
分

析
が

必
要

。
国

民
投

票
制

度
に
関

す
る
具

体
的

な
動

き
が

な
か

っ
た
こ
と
が

要
因

と
も
考

え
ら
れ

ま
す
。

指
標

５
：
次

期
の

目
標

の
記

載
に
つ
い
て
、
進

捗
状

況
に
示

さ
れ

て
い
る

意
識

調
査

の
分

析
結

果
か

ら
み

え
る
課

題
な
ど
踏

ま
え
た
方

向
性

が
示

さ
れ
る
と
、
2
7
年

度
と
次

期
の

つ
な
が

り
が

わ
か

り
や

す
い
と
思

い
ま

す
。

今
後

必
要

に
応

じ
て
課

題
な
ど
の

検
討

を
行

い
、
次

期
以

降
の

目
標

に
反

映
さ
せ

る
方

策
を
検

討
し
ま

す
。

指
標

５
に
つ
い
て
：
目

標
値

自
体

の
高

さ
は

評
価

し
た
い
。
他

方
、
達

成
で
き
な
か

っ
た
原

因
分

析
に
つ
い
て
の

記
述

は
必

ず
し
も
十

分
と
は

言
え
な
い
と
思

わ
れ

ま
す
。

国
民

投
票

制
度
に
関

す
る
具

体
的

な
動

き
が

な
か

っ
た
こ
と
が

要
因

と
も
考

え
ら
れ

ま
す
。

政
治

資
金

収
支

報
告

書
で
政

党
支

部
が

１
０
０
％

で
な
い
の

は
問

題
で

は
な
い
の

か
。

政
治

資
金

規
正
法

に
お
い
て
は

、
政

治
活

動
が

国
民

の
不

断
の

監
視

と
批

判
の

下
に
行

わ
れ

る
よ
う
、
収

支
報

告
書

の
公
開

制
度

に
よ
り
、
政

治
資

金
の

収
支

を
公

開
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の

た
め
、
収
支

報
告

書
を
提

出
し
て
い
な
い
政

党
支

部
に
対

し
て
、
収

支
報

告
書

の
提

出
を
重

ね
て
お

願
い
し
て
い
ま
す
が

、
平

成
２
６
年

分
は

２
つ
の

政
党

支
部

が
収

支
報

告
書

を
提

出
し
な
か

っ
た
も
の

で
す
。

　
政

治
団

体
か

ら
の

提
出

を
法

的
に
担

保
す
る
制

度
と
し
て
、
政

治
資

金
規

正
法

上
、
故

意
又

は
重

大
な

過
失

に
よ
り
、
収

支
報

告
書

の
提

出
を
し
な
か

っ
た
者

は
、
５
年

以
下

の
禁

錮
又

は
１
０
０
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る
旨

の
規

定
が

あ
り
ま
す
（
法

第
２
５
条

第
１
項

第
１
号

）
。

　
ま
た
、
政
治

資
金

規
正

法
上

、
収

支
報

告
書

を
２
年

連
続

し
て
提

出
し
て
い
な
い
政

治
団

体
は

、
そ
の

提
出

期
限

を
経

過
し
た
日

以
降

、
政

治
団

体
の

設
立

届
を
提

出
し
て
い
な
い
も
の

と
み

な
さ
れ

る
（
し
た
が

っ
て
、
政

治
活
動

の
た
め
に
い
か

な
る
名

義
を
も
っ
て
す
る
を
問

わ
ず
、
寄

附
を
受

け
又

は
支

出
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
）
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
法

第
１
７
条

第
２
項

、
法

第
８
条

）
。

【
目
標

達
成

度
合

い
の

測
定

結
果

】
　
「
相

当
程

度
進

展
あ
り
」
は

妥
当

と
判
断

で
き
る
。

ご
意
見
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
政
策

の
分

析
】

・
測
定

指
標

４
に
つ
い
て
、
過

去
の

実
績

を
上

回
る
効

果
が

得
ら
れ

た
と

し
て
い
る
が

、
根

拠
が

不
明

確
。

・
測
定

指
標

５
に
つ
い
て
は

、
未

達
の

要
因

分
析

が
な
さ
れ

て
い
な
い
。

・
測

定
指

標
４
に
つ
い
て
、
政

治
や

選
挙

に
関

す
る
意

識
調

査
は

、
参

院
選

後
に
実

施
さ
れ

る
予

定
で
あ

り
、
現

段
階
で
政

治
意

識
を
数

値
化

し
て
示

す
こ
と
は

困
難

で
す
が

、
新

規
事

業
を
行

っ
た
こ
と
や

取
組

実
績

が
以

前
よ
り
急

増
し
て
い
る
こ
と
を
基

に
、
過

去
実

績
を
上

回
る
効

果
が

得
ら
れ

た
も
の

と
考

え
て
お
り
ま

す
。

・
測

定
指

標
５
に
つ
い
て
、
国

民
投

票
制

度
に
関

す
る
具

体
的

な
動

き
が

な
か

っ
た
こ
と
が

要
因

と
も
考

え
ら
れ
ま
す
。

平
成

2
8
年

度
政

策
評

価
外

部
有

識
者

意
見

聴
取

結
果

及
び
そ
の

反
映

状
況

政
策
の

名
称

政
策

７

選
挙

制
度

等
の

適
切

な
運
用

社
会
ニ
ー
ズ
等
に
対
応

し
た
選
挙
制
度
に
係
る

調
査
研
究
、
選
挙

の
管

理
執
行
体
制
の
改
善

や
選
挙
制
度
の
周
知

等
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
政
治
資
金
収
支
報

告
書
の
公
表
等
に
よ
る

政
治
資
金
の
透
明
化

を
図
る
。

民
主
政
治
の
健
全
な

発
達
に
寄
与
す
る
た

め
、
選
挙
制
度
、
政
治

資
金
制
度
及
び
政
党

助
成
制
度
等
を
適
切
に

運
用
す
る
。
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政
策
の
概
要

基
本
目
標

【
達
成
す
べ
き
目
標
】

外
部

有
識

者
に
よ
る
意

見
聴

取
の

結
果

意
見

聴
取

の
結

果
を
踏

ま
え
た
検

討
の

方
向

性
政
策
の

名
称

【
次
期
目

標
等

へ
の

反
映

の
方

向
性

】
・
測
定
指

標
４
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等

に
よ
り
活

動
実

績
の

効
果

（
初

期
的
ア
ウ
ト
カ
ム
）
に
つ
い
て
客

観
的

デ
ー
タ
を
把

握
し
、
今

後
の

施
策

に
反
映

さ
れ

た
い
。

・
測
定
指

標
６
に
つ
い
て
は

、
国

民
の

関
心

が
高

い
。
指

標
を
過

去
3
か

年
平
均

と
し
て
い
る
理

由
及

び
未

達
理

由
を
わ

か
り
や

す
く
示

す
こ
と
が

必
要
で
は

な
い
か

。

・
測

定
指

標
４
に
つ
い
て
、
政

治
や

選
挙

に
関

す
る
意

識
調

査
は

、
参

院
選

後
に
実

施
さ
れ

る
予

定
で
あ

り
、
現

段
階

で
政
治

意
識

を
数

値
化

し
て
示

す
こ
と
は

困
難

で
す
。

・
測

定
指

標
６
に
つ
い
て

　
政

治
資

金
規

正
法

に
お
い
て
は

、
政

治
活

動
が

国
民

の
不

断
の

監
視

と
批

判
の

下
に
行

わ
れ

る
よ
う
、

収
支

報
告
書

の
公

開
制

度
に
よ
り
、
政

治
資

金
の

収
支

を
公

開
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
選

挙
な
ど
の

実
施

に
よ
り
、
提

出
年

に
よ
っ
て
提

出
率

に
ば

ら
つ
き
が

発
生

す
る
こ
と
が

避
け
ら
れ

な
い

た
め
、
過

去
３
ヵ
年

平
均

の
提

出
率

と
し
て
い
ま
す
が

、
収

支
報

告
書

を
提

出
し
て
い
な
い
政

治
団

体
に
対

し
て
は

、
収
支

報
告

書
の

提
出

を
重

ね
て
お
願

い
し
て
い
ま
す
。

　
政

治
団

体
か

ら
の

提
出

を
法

的
に
担

保
す
る
制

度
と
し
て
、
政

治
資

金
規

正
法

上
、
故

意
又

は
重

大
な

過
失

に
よ
り
、
収
支

報
告

書
の

提
出

を
し
な
か

っ
た
者

は
、
５
年

以
下

の
禁

錮
又

は
１
０
０
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る
旨

の
規

定
が

あ
り
ま
す
（
法

第
２
５
条

第
１
項

第
１
号

）
。

　
ま
た
、
政

治
資
金

規
正

法
上

、
収

支
報

告
書

を
２
年

連
続

し
て
提

出
し
て
い
な
い
政

治
団

体
は

、
そ
の

提
出

期
限

を
経

過
し
た
日

以
降

、
政

治
団

体
の

設
立

届
を
提

出
し
て
い
な
い
も
の

と
み

な
さ
れ

る
（
し
た
が

っ
て
、
政

治
活

動
の
た
め
に
い
か

な
る
名

義
を
も
っ
て
す
る
を
問

わ
ず
、
寄

附
を
受

け
又

は
支

出
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
）
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
法

第
１
７
条

第
２
項

、
法

第
８
条

）
。
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主
要

な
政

策
に

係
る

評
価

書
（
平

成
2
7
年

度
実

施
政

策
）

（
総

務
省

2
7
－

⑦
）

（
注

）
平

成
2
5
年

度
は

参
議

院
議

員
通

常
選

挙
、

平
成

2
6
年

度
は

衆
議

院
議

員
総

選
挙

が
行

わ
れ

、
平

成
2
8
年

度
は

参
議

院
通

常
選

挙
が

行
わ

れ
る

た
め

、
予

算
額

等
が

大
幅

に
増

額
し

て
い

る
。

（
政

評
課

案
）

政
策

（
※

１
）
名

政
策

７
：
選

挙
制

度
等

の
適

切
な

運
用

分
野

選
挙

制
度

等

政
策

の
概

要
社

会
ニ

ー
ズ

等
に

対
応

し
た

選
挙

制
度

に
係

る
調

査
研

究
、

選
挙

の
管

理
執

行
体

制
の

改
善

や
選

挙
制

度
の

周
知

等
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
政

治
資

金
収

支
報

告
書

の
公

表
等

に
よ

る
政

治
資

金
の

透
明

化
を

図
る

。

基
本

目
標

【
達

成
す

べ
き

目
標

】
民

主
政

治
の

健
全

な
発

達
に

寄
与

す
る

た
め

、
選

挙
制

度
、

政
治

資
金

制
度

及
び

政
党

助
成

制
度

等
を

適
切

に
運

用
す

る
。

政
策

の
予

算
額

・
執

行
額

等
（
百

万
円

）

区
　

　
分

2
5
年

度
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度

予
算

の
状

況
（
注

）

当
初

予
算

（
a）

5
0
,4

9
6

9
9

1
8
5

5
3
,6

8
0

補
正

予
算

（
b
）

0
0

0
0

繰
越

し
等

（
c
）

1
,6

0
6

6
3
,0

2
6

1
,9

7
6

合
計

（
a＋

b
＋

c
）

5
2
,1

0
2

6
3
,1

2
5

2
,1

6
2

執
行

額

達
成

（
※

３
）

年
度

ご
と

の
実

績
（
値

）
又

は
施

策
の

進
捗

状
況

（
実

績
）

（
※

２
）

2
6
年

度
2
7
年

度

5
0
,4

3
3

5
6
,4

1
2

1
,6

4
3

政
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

政
策

（
施

政
方

針
演

説
等

の
う

ち
主

な
も

の
）

施
政

方
針

演
説

等
の

名
称

年
月

日
関

係
部

分
（
抜

粋
）

－
－

－

施
策

目
標

　
　

　
　

　
　

　
　

　
測

定
指

標
（
数

字
に

○
を

付
し

た
測

定
指

標
は

、
主

要
な

測
定

指
標

）

基
準

（
値

）
【
年

度
】

年
度

ご
と

の
目

標
（
値

）

目
標

（
値

）
【
年

度
】

有
権

者
が

投
票

し
や

す
い

環
境

整
備

の
方

策
等

の
検

討
の

適
切

な
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

【
2
7
年

度
】

イ
研

究
会

に
お

け
る

議
論

等
を

踏
ま

え
、

ＩＣ
Ｔ

を
活

用
し

た
投

票
環

境
の

向
上

、
期

日
前

投
票

等
の

利
便

性
向

上
、

選
挙

人
名

簿
制

度
の

見
直

し
に

つ
い

て
、

平
成

2
7
年

３
月

2
7
日

に
中

間
報

告
を

取
り

ま
と

め
た

。

　
研

究
会

中
間

報
告

を
踏

ま
え

、
共

通
投

票
所

制
度

の
創

設
や

期
日

前
投

票
の

投
票

時
間

の
弾

力
化

な
ど

を
内

容
と

す
る

公
職

選
挙

法
の

改
正

法
案

を
国

会
に

提
出

し
（
平

成
２

８
年

４
月

成
立

）
、

有
権

者
の

投
票

環
境

の
向

上
を

図
っ

た
。

　
ま

た
、

平
成

２
７

年
度

に
お

い
て

は
、

引
き

続
き

、
①

在
外

選
挙

人
名

簿
登

録
の

利
便

性
向

上
、

②
選

挙
人

名
簿

の
閲

覧
制

度
、

③
ＩＣ

Ｔ
を

活
用

し
た

将
来

の
投

票
環

境
向

上
の

可
能

性
を

柱
に

、
平

成
２

６
年

度
の

検
討

項
目

に
係

る
議

論
を

深
掘

り
す

る
と

と
も

に
、

現
状

を
踏

ま
え

た
新

た
な

方
策

の
検

討
を

行
っ

た
。

2

都
道

府
県

議
選

挙
区

設
定

の
見

直
し

に
係

る
改

正
法

に
基

づ
く
条

例
整

備
　

＜
ア

ウ
ト

カ
ム

指
標

＞

条
例

改
正

等
の

措
置

が
終

了
し

た
団

体
：

5
7
％

（
4
7
団

体
中

2
7
団

体
）
（
平

成
2
6
年

４
月

１
日

現
在

）
　

　
　

　
　

　
　

　
【
2
5
年

度
】

都
道

府
県

議
選

挙
区

設
定

見
直

し
に

係
る

改
正

法
成

立
を

受
け

た
条

例
改

正
等

の
措

置
に

つ
い

て
周

知
と

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

行
い

、
改

正
法

の
施

行
日

（
平

成
2
7
年

３
月

１
日

）
ま

で
に

措
置

が
終

了
し

た
団

体
を

1
0
0
％

と
す

る
。

条
例

改
正

等
の

措
置

に
つ

い
て

、
改

正
法

の
施

行
日

（
平

成
2
7
年

３
月

１
日

）
ま

で
に

措
置

が
終

了
し

た
団

体
：
1
0
0
％

　
　

　
　

　
　

　
　

　
【
2
6
年

度
】

イ
各

都
道

府
県

に
対

し
て

定
例

会
ご

と
に

条
例

改
正

等
の

状
況

に
つ

い
て

調
査

を
行

う
な

ど
、

周
知

と
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
行

っ
た

結
果

、
改

正
法

の
施

行
日

ま
で

に
措

置
が

終
了

し
た

団
体

は
1
0
0
％

と
な

っ
た

。

①
有

権
者

が
投

票
し

や
す

い
環

境
整

備
の

方
策

等
の

検
討

　
＜

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

指
標

＞

有
権

者
が

投
票

し
や

す
い

環
境

整
備

の
方

策
等

の
検

討
の

実
施

　
　

　
　

　
　

　
　

【
2
5
年

度
】

・
学

識
経

験
者

・
実

務
者

で
構

成
す

る
「
投

票
環

境
の

向
上

方
策

等
に

関
す

る
研

究
会

」
を

設
置

し
、

有
権

者
が

投
票

し
や

す
い

環
境

整
備

の
方

策
等

の
検

討
を

行
う

。
・
実

現
の

目
途

が
立

っ
た

も
の

か
ら

、
法

令
改

正
を

行
う

。

前
年

度
に

引
き

続
き

、
投

票
環

境
の

向
上

方
策

に
つ

い
て

研
究

会
で

検
討

を
進

め
る

と
と

も
に

、
中

間
報

告
の

内
容

等
を

踏
ま

え
実

現
可

能
な

も
の

か
ら

順
次

、
法

令
改

正
を

行
う

。

公
職

選
挙

法
の

趣
旨

に
則

り
、

選
挙

制
度

の
確

立
に

寄
与

す
る

こ
と

平
成

2
8
年

7
月

2
0
日

(水
) 

 
時

点
 

3



選
挙

制
度

に
関

す
る

調
査

研
究

の
適

切
な

実
施

　
　

　
　

　
　

　
　

　
【
2
7
年

度
】

「
投

票
環

境
の

向
上

方
策

等
に

関
す

る
研

究
会

」
の

開
催

等
を

通
じ

て
、

選
挙

制
度

に
関

す
る

調
査

研
究

を
実

施
し

た
。

3
選

挙
制

度
に

関
す

る
調

査
研

究
　

＜
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
指

標
＞

選
挙

制
度

に
関

す
る

調
査

研
究

の
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
【
2
5
年

度
】

立
法

府
に

お
け

る
制

度
改

正
の

動
き

に
基

づ
き

、
選

挙
制

度
に

関
す

る
調

査
研

究
の

適
切

な
実

施

イ
「
投

票
環

境
の

向
上

方
策

等
に

関
す

る
研

究
会

」
の

開
催

等
を

通
じ

て
、

選
挙

制
度

に
関

す
る

調
査

研
究

を
実

施
し

た
。

イ

・
モ

デ
ル

事
業

：
７

件
実

施
。

・
研

修
事

業
：
２

０
件

実
施

。
・
主

権
者

教
育

に
関

し
て

文
部

科
学

省
と

協
議

を
実

施
。

・
高

校
生

向
け

副
教

材
：
生

徒
用

　
約

3
7
0
万

部
、

教
師

用
指

導
資

料
　

約
2
0
万

部
・
出

前
授

業
：
実

施
選

管
4
6
1
団

体
、

実
施

高
校

1
,1

4
9
校

（
対

2
5

年
度

約
2
1
倍

）
、

受
講

高
校

生
3
1
0
,8

2
4
人

（
対

2
5
年

度
約

3
4
倍

）
・
モ

デ
ル

事
業

：
８

件
実

施
。

・
研

修
事

業
：
２

１
件

実
施

。
・
成

人
用

参
加

型
学

習
教

材
を

作
成

。

公
明

か
つ

適
正

な
国

民
投

票
の

執
行

を
実

現
す

る
こ

と
5

憲
法

改
正

国
民

投
票

制
度

の
周

知
啓

発
  

 ＜
ア

ウ
ト

カ
ム

指
標

＞

制
度

の
認

知
度

：
約

7
0
％

（
国

民
投

票
法

に
係

る
認

知
度

調
査

報
告

書
（
平

成
2
2
年

2
月

現
在

）
に

よ
る

）
　

　
　

　
　

　
　

　
【
2
5
年

度
】

・
憲

法
改

正
国

民
投

票
の

制
度

概
要

等
に

つ
い

て
各

種
広

報
媒

体
を

用
い

、
広

く
国

民
に

対
し

周
知

を
図

る
。

・
憲

法
改

正
国

民
投

票
法

改
正

法
施

行
後

４
年

以
降

は
国

民
投

票
権

年
齢

が
1
8
歳

に
引

き
下

が
る

た
め

、
特

に
、

新
た

に
有

権
者

の
対

象
と

な
る

年
齢

層
に

対
す

る
啓

発
を

実
施

す
る

。
制

度
の

認
知

度
：
9
0
％

【
2
7
年

度
】

ハ

公
明

か
つ

適
正

な
選

挙
執

行
を

実
現

す
る

こ
と

4
常

時
啓

発
事

業
の

実
施

等
　

＜
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
指

標
＞

常
時

啓
発

事
業

の
あ

り
方

等
の

検
討

結
果

を
踏

ま
え

、
参

加
・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

の
向

上
事

業
や

主
権

者
教

育
推

進
方

策
の

検
討

等
を

実
施

。
　

　
　

　
　

　
　

　
【
2
5
年

度
】

・
成

人
を

対
象

と
し

た
学

習
教

材
が

少
な

い
た

め
、

参
加

型
学

習
教

材
を

作
成

し
、

事
例

の
充

実
を

図
る

。
・
モ

デ
ル

事
業

、
研

修
事

業
を

実
施

。
・
将

来
の

有
権

者
で

あ
る

未
成

年
者

を
対

象
と

し
た

、
学

校
と

連
携

し
た

主
権

者
教

育
を

実
施

。
・
次

期
学

習
指

導
要

領
へ

政
治

教
育

を
位

置
づ

け
る

た
め

に
、

文
部

科
学

省
と

協
議

し
て

い
く
。

・
選

挙
権

年
齢

の
引

下
げ

と
い

う
議

論
を

踏
ま

え
、

新
た

に
、

文
部

科
学

省
と

連
携

し
て

高
校

生
向

け
の

副
教

材
及

び
指

導
用

テ
キ

ス
ト

を
作

成
。

・
参

加
・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

の
向

上
事

業
を

全
国

に
定

着
さ

せ
る

。
・
主

権
者

教
育

推
進

方
策

を
推

進
す

る
と

と
も

に
新

し
い

方
策

の
検

討
を

実
施

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

【
2
7
年

度
】

改
正

法
の

施
行

に
伴

い
、

周
知

啓
発

等
の

た
め

の
チ

ラ
シ

を
作

成
し

、
全

国
の

選
管

に
配

布
・
設

置
等

を
依

頼
す

る
と

と
も

に
、

H
P

も
更

新
し

、
制

度
の

趣
旨

・
概

要
を

国
民

に
周

知
し

た
。

・
高

校
生

向
け

副
教

材
の

中
で

解
説

ペ
ー

ジ
を

設
け

、
す

べ
て

の
高

校
生

に
配

布
し

た
。

・
制

度
の

認
知

度
：
約

6
5
％

（
第

1
8
回

統
一

地
方

選
意

識
調

査
報

告
書

（
平

成
2
8
年

2
月

現
在

）
に

よ
る

）

政
党

本
部

：
1
0
0
％

政
党

支
部

：
9
8
.8

％
政

治
資

金
団

体
：
1
0
0
％

【
平

成
2
5
年

分
収

支
報

告
】

政
党

本
部

：
1
0
0
％

政
党

支
部

：
9
8
.9

％
政

治
資

金
団

体
：
1
0
0
％

【
平

成
2
6
年

分
収

支
報

告
】

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

：
9
4
.9

％
【
平

成
2
2
年

分
～

平
成

2
4
年

分
収

支
報

告
】

　
　

　
　

　
　

　
　

【
2
5
年

度
】

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
つ

い
て

、
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

以
上

【
平

成
2
3
年

分
～

平
成

2
5
年

分
収

支
報

告
】

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
つ

い
て

、
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

以
上

【
平

成
2
4
年

分
～

平
成

2
6
年

分
収

支
報

告
】

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
つ

い
て

、
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

以
上

　
　

　
　

　
　

　
　

　
【
2
7
年

度
】

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
つ

い
て

、
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

:9
5
.5

％
【
平

成
2
3
年

分
～

平
成

2
5
年

分
収

支
報

告
】

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
つ

い
て

、
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

:9
5
.1

％
【
平

成
2
4
年

分
～

平
成

2
6
年

分
収

支
報

告
】

政
治

団
体

全
体

で
、

過
去

３
ヵ

年
平

均
の

提
出

率
以

上
　

　
　

　
　

　
　

　
　

【
2
7
年

度
】

政
治

団
体

全
体

で
、

過
去

３
ヵ

年
平

均
の

提
出

率
:8

7
.7

％
【
平

成
2
3
年

分
～

平
成

2
5
年

分
収

支
報

告
】

政
治

団
体

全
体

で
、

過
去

３
ヵ

年
平

均
の

提
出

率
:8

8
.4

％
【
平

成
2
4
年

分
～

平
成

2
6
年

分
収

支
報

告
】

政
治

資
金

の
透

明
性

を
確

保
す

る
こ

と
6

総
務

大
臣

届
出

政
治

団
体

の
収

支
報

告
書

提
出

率
（
収

支
報

告
書

定
期

公
表

率
）

　
＜

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

指
標

＞

政
党

本
部

：
1
0
0
％

政
党

支
部

：
1
0
0
％

政
治

資
金

団
体

：
1
0
0
％

【
平

成
2
4
年

分
収

支
報

告
】

　
　

　
　

　
　

　
　

【
2
5
年

度
】

政
党

、
政

治
資

金
団

体
に

つ
い

て
、

提
出

率
1
0
0
％

政
治

団
体

全
体

の
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

：
8
6
.7

％
【
平

成
2
2
年

分
～

平
成

2
4
年

分
収

支
報

告
】

　
　

　
　

　
　

　
　

【
2
5
年

度
】

政
治

団
体

全
体

で
、

過
去

３
ヵ

年
平

均
の

提
出

率
以

上
【
平

成
2
3
年

分
～

平
成

2
5
年

分
収

支
報

告
】

政
治

団
体

全
体

で
、

過
去

３
ヵ

年
平

均
の

提
出

率
以

上
【
平

成
2
4
年

分
～

平
成

2
6
年

分
収

支
報

告
】

政
党

、
政

治
資

金
団

体
に

つ
い

て
、

提
出

率
1
0
0
％

　
　

　
　

　
　

　
　

　
【
2
7
年

度
】

ロ

4



※
２

　
「
年

度
ご

と
の

実
績

（
値

）
又

は
施

策
の

進
捗

状
況

（
実

績
）
」
欄

の
か

っ
こ

書
き

の
年

度
は

、
そ

の
測

定
指

標
の

直
近

の
実

績
（
値

）
の

年
度

を
示

し
て

い
る

。

＜
施

策
目

標
＞

公
明

か
つ

適
正

な
選

挙
執

行
を

実
現

す
る

こ
と

　
測

定
指

標
４

に
つ

い
て

は
、

高
校

生
向

け
副

教
材

を
作

成
し

、
す

べ
て

の
高

校
生

に
配

布
す

る
と

と
も

に
、

選
挙

管
理

委
員

会
実

施
に

よ
る

出
前

授
業

が
多

く
実

施
さ

れ
た

た
め

、
過

去
の

実
績

を
上

回
る

効
果

が
得

ら
れ

た
と

考
え

ら
れ

る
。

し
た

が
っ

て
、

当
該

施
策

目
標

に
つ

い
て

は
、

進
展

あ
り

と
判

断
で

き
る

。

＜
施

策
目

標
＞

公
明

か
つ

適
正

な
国

民
投

票
の

執
行

を
実

現
す

る
こ

と

　
測

定
指

標
５

に
つ

い
て

は
、

法
改

正
後

に
チ

ラ
シ

及
び

Ｈ
Ｐ

を
活

用
し

て
広

く
周

知
す

る
と

と
も

に
、

す
べ

て
の

高
校

生
に

配
布

し
た

副
教

材
に

お
い

て
解

説
を

掲
載

し
た

も
の

の
、

目
標

値
に

届
か

な
か

っ
た

。

＜
施

策
目

標
＞

政
治

資
金

の
透

明
性

を
確

保
す

る
こ

と

　
測

定
指

標
６

に
つ

い
て

は
、

収
支

報
告

書
の

提
出

率
は

上
昇

傾
向

に
あ

り
、

概
ね

過
去

の
実

績
を

上
回

る
効

果
が

得
ら

れ
た

と
考

え
ら

れ
る

。
し

た
が

っ
て

、
当

該
施

策
目

標
に

つ
い

て
は

、
概

ね
目

標
を

達
成

で
き

た
。

＜
施

策
目

標
＞

公
職

選
挙

法
の

趣
旨

に
則

り
、

選
挙

制
度

の
確

立
に

寄
与

す
る

こ
と

　
・
測

定
指

標
１

及
び

３
に

つ
い

て
は

、
研

究
会

の
中

間
報

告
を

踏
ま

え
た

法
改

正
を

行
い

、
有

権
者

の
投

票
環

境
の

向
上

を
図

る
な

ど
、

目
標

を
達

成
で

き
た

。
　

・
測

定
指

標
２

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

議
選

挙
区

設
定

見
直

し
に

係
る

改
正

法
成

立
を

受
け

、
改

正
法

の
施

行
日

（
平

成
2
7
年

３
月

１
日

）
ま

で
に

措
置

が
終

了
し

た
団

体
が

1
0
0
％

と
な

り
、

目
標

を
達

成
で

き
た

。

次
期

目
標

等
へ

の
反

映
の

方
向

性

・
測

定
指

標
１

及
び

３
に

つ
い

て
は

、
目

標
を

達
成

し
て

い
る

た
め

、
引

き
続

き
効

率
的

・
効

果
的

な
業

務
運

営
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

・
測

定
指

標
２

に
つ

い
て

は
、

条
例

改
正

等
の

措
置

が
終

了
し

た
団

体
が

1
0
0
％

と
な

り
、

目
標

を
達

成
し

た
こ

と
か

ら
、

次
期

測
定

指
標

と
し

な
い

こ
と

と
す

る
。

・
測

定
指

標
４

に
つ

い
て

は
、

過
去

の
実

績
を

上
回

る
効

果
が

得
ら

れ
た

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
引

き
続

き
主

権
者

教
育

等
の

推
進

を
行

う
こ

と
と

す
る

。
・
測

定
指

標
５

に
つ

い
て

は
、

国
民

投
票

制
度

を
引

き
続

き
周

知
し

て
い

く
。

選
挙

制
度

の
啓

発
と

併
せ

て
効

果
的

に
周

知
で

き
る

方
法

を
検

討
し

て
ま

い
り

た
い

。
・
測

定
指

標
６

に
つ

い
て

は
、

概
ね

過
去

の
実

績
を

上
回

る
効

果
が

得
ら

れ
た

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
引

き
続

き
政

治
資

金
の

透
明

性
の

確
保

を
図

る
こ

と
と

す
る

。
上

述
の

と
お

り
、

測
定

指
標

５
に

つ
い

て
は

目
標

を
達

成
で

き
な

か
っ

た
も

の
の

、
概

ね
基

本
目

標
の

達
成

に
向

け
相

当
程

度
進

展
が

あ
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

今
後

も
各

施
策

目
標

が
達

成
さ

れ
る

よ
う

、
各

施
策

を
実

施
し

て
い

く
。

な
お

、
施

策
目

標
「
公

明
か

つ
適

正
な

選
挙

執
行

を
実

現
す

る
こ

と
」
及

び
「
公

明
か

つ
適

正
な

国
民

投
票

の
執

行
を

実
現

す
る

こ
と

」
に

つ
い

て
は

、
よ

り
具

体
的

な
施

策
目

標
と

す
る

こ
と

と
し

、
測

定
指

標
５

に
つ

い
て

は
、

現
状

の
認

知
度

を
踏

ま
え

、
よ

り
短

期
的

な
目

標
値

を
設

定
し

直
す

こ
と

と
す

る
。

（
平

成
2
9
年

度
予

算
概

算
要

求
に

向
け

た
考

え
方

）

評 価 結 果

目
標

達
成

度
合

い
の

測
定

結
果

（
各

行
政

機
関

共
通

区
分

）
　

　
　

相
当

程
度

進
展

あ
り

（
判

断
根

拠
）

主
な

指
標

で
あ

る
測

定
指

標
１

は
、

研
究

会
の

中
間

報
告

を
踏

ま
え

た
有

権
者

の
投

票
環

境
の

整
備

を
図

る
た

め
の

制
度

改
正

を
行

っ
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
達

成
す

べ
き

目
標

に
照

ら
し

、
「
目

標
達

成
」
と

し
た

。
ま

た
、

測
定

指
標

４
の

常
時

啓
発

事
業

の
実

施
等

に
つ

い
て

も
、

高
校

生
向

け
副

教
材

を
作

成
・
配

布
す

る
と

と
も

に
、

選
挙

管
理

委
員

会
実

施
に

よ
る

出
前

授
業

が
多

く
実

施
さ

れ
る

な
ど

、
当

該
施

策
目

標
に

つ
い

て
は

、
進

展
あ

り
と

判
断

で
き

る
。

一
方

、
測

定
指

標
５

の
憲

法
改

正
国

民
投

票
制

度
の

周
知

啓
発

に
つ

い
て

は
、

目
標

達
成

に
及

ば
な

か
っ

た
た

め
、

政
策

全
体

で
は

「
相

当
程

度
進

展
あ

り
」
と

し
た

。

政
策

の
分

析
(達

成
・
未

達
成

に
関

す
る

要
因

分
析

)

※
１

　
政

策
と

は
、

「
目

標
管

理
型

の
政

策
評

価
の

実
施

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（
平

成
2
5
年

1
2
月

2
0
日

政
策

評
価

各
府

省
連

絡
会

議
了

承
）
に

基
づ

く
別

紙
２

の
様

式
に

お
け

る
施

策
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
。

※
３

　
凡

例
「
イ

」
：
目

標
達

成
、

「
ロ

」
：
目

標
未

達
成

で
あ

る
が

目
標

（
値

）
に

近
い

実
績

を
示

し
た

、
「
ハ

」
：
目

標
未

達
成

で
あ

り
目

標
（
値

）
に

近
い

実
績

を
示

し
て

い
な

い
、

「
－

」
：
目

標
期

間
が

終
了

し
て

い
な

い
。

※
４

　
測

定
指

標
に

お
け

る
目

標
の

達
成

状
況

を
示

し
て

い
る

。

学
識

経
験

を
有

す
る

者
の

知
見

等
の

活
用

・
測

定
指

標
１

の
施

策
の

進
捗

状
況

に
あ

る
と

お
り

、
投

票
環

境
の

向
上

方
策

等
に

関
す

る
研

究
会

（
磯

部
力

座
長

）
を

平
成

2
6
年

度
は

７
回

、
平

成
2
7
年

度
は

３
回

開
催

し
、

IＣ
Ｔ

を
活

用
し

た
投

票
環

境
の

向
上

、
期

日
前

投
票

等
の

利
便

性
向

上
、

選
挙

人
名

簿
制

度
の

見
直

し
、

在
外

選
挙

人
名

簿
登

録
の

利
便

性
向

上
、

選
挙

人
名

簿
の

閲
覧

制
度

等
に

つ
い

て
、

議
論

を
行

っ
た

。

・
平

成
2
8
年

７
月

、
×

×
大

学
○

○
学

部
の

△
△

△
△

教
授

か
ら

評
価

の
記

述
に

つ
い

て
後

意
見

を
い

た
だ

き
、

評
価

書
に

反
映

さ
せ

た
。

政
策

評
価

を
行

う
過

程
に

お
い

て
使

用
し

た
資

料
そ

の
他

の
情

報

・
投

票
環

境
の

向
上

方
策

等
に

関
す

る
研

究
会

（
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.s
o
u
m

u
.g

o
.jp

/
m

ai
n
_s

o
si

ki
/
ke

n
ky

u
/
to

u
h
yo

u
ka

n
ky

o
u
_k

o
u
jy

o
u
/
in

d
e
x.

h
tm

l）
・
政

治
資

金
収

支
報

告
書

（
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.s
o
u
m

u
.g

o
.jp

/
se

n
ky

o
/
se

iji
_s

/
se

iji
sh

ik
in

）

担
当

部
局

課
室

名
自

治
行

政
局

選
挙

部
選

挙
課

、
管

理
課

、
政

治
資

金
課

（
他

３
室

）
作

成
責

任
者

名
自

治
行

政
局

選
挙

部
管

理
課

長
髙

橋
　

秀
禎

政
策

評
価

実
施

時
期

平
成

2
8
年

８
月

（
※

４
）

 

「
総

務
省

の
政

策
評

価
に

関
す

る
有

識
者

会
議

」
の

先
生

か
ら

の
ご

指
摘

等
に

つ
い

て
も

、
後

ほ
ど

記
載

し
ま

す
。

 

平
成

29
年

度
予

算
概

算
要

求
の

方
針

が
決

ま
っ

た
時

点
で

記
載

し
ま

す
。
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目
標

年
度

参
加

・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

の
向

上
事

業
や

主
権

者
教

育
推

進
方

策
の

さ
ら

な
る

推
進

を
図

り
、

高
校

生
副

教
材

の
作

成
や

、
主

権
者

教
育

モ
デ

ル
事

業
、

研
修

事
業

な
ど

を
実

施
。

2
9
年

度

い
ず

れ
の

選
挙

に
お

い
て

も
投

票
率

が
低

下
傾

向
に

あ
り

、
特

に
若

者
の

投
票

率
が

著
し

く
低

い
中

、
選

挙
権

年
齢

が
1
8
歳

以
上

に
引

き
下

げ
ら

れ
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
選

挙
が

公
明

か
つ

適
正

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

新
た

に
投

票
の

権
利

を
得

る
若

者
を

含
め

、
選

挙
人

の
政

治
意

識
の

向
上

を
図

っ
て

い
く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

主
権

者
教

育
の

推
進

等
も

考
慮

し
、

常
時

啓
発

事
業

の
実

施
等

を
指

標
と

し
て

設
定

。

※
主

権
者

教
育

と
は

、
「
若

者
の

政
治

意
識

の
向

上
」
、

「
将

来
の

有
権

者
で

あ
る

子
供

た
ち

の
意

識
の

醸
成

」
、

「
地

域
の

明
る

い
選

挙
推

進
協

議
会

活
動

の
活

性
化

」
を

柱
と

し
た

取
組

を
進

め
る

こ
と

な
ど

に
よ

り
、

国
や

社
会

の
問

題
を

自
分

の
問

題
と

し
て

捉
え

、
自

ら
考

え
、

判
断

し
、

行
動

し
て

い
く
「
主

権
者

」
を

育
て

る
も

の
。

―
―

2
9
年

度
選

挙
制

度
や

適
正

な
選

挙
手

続
へ

関
心

の
高

ま
り

等
の

事
情

を
踏

ま
え

て
、

選
挙

の
管

理
執

行
等

か
ら

明
ら

か
と

な
っ

た
問

題
に

対
応

し
た

調
査

研
究

を
指

標
と

し
て

設
定

。
―

―

選
挙

制
度

に
関

す
る

調
査

研
究

の
適

切
な

実
施

選
挙

制
度

に
関

す
る

調
査

研
究

の
適

切
な

実
施

選
挙

制
度

に
関

す
る

調
査

研
究

の
適

切
な

実
施

参
加

・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

の
向

上
事

業
や

主
権

者
教

育
推

進
方

策
の

さ
ら

な
る

推
進

を
図

り
、

高
校

生
副

教
材

の
作

成
や

、
主

権
者

教
育

モ
デ

ル
事

業
、

研
修

事
業

な
ど

を
実

施
。

参
加

・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

の
向

上
事

業
や

主
権

者
教

育
推

進
方

策
の

さ
ら

な
る

推
進

を
図

り
、

高
校

生
副

教
材

の
作

成
や

、
主

権
者

教
育

モ
デ

ル
事

業
、

研
修

事
業

な
ど

を
実

施
。

公
明

か
つ

適
正

な
選

挙
執

行
を

実
現

す
る

た
め

、
国

民
の

選
挙

に
対

す
る

意
識

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

3
常

時
啓

発
事

業
の

実
施

等
　

＜
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
指

標
＞

参
加

・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

の
向

上
事

業
や

主
権

者
教

育
推

進
方

策
の

さ
ら

な
る

推
進

を
図

り
実

施
。

2
7
年

度

2
選

挙
制

度
に

関
す

る
調

査
研

究
　

＜
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
指

標
＞

選
挙

制
度

に
関

す
る

調
査

研
究

の
適

切
な

実
施

2
7
年

度

公
職

選
挙

法
の

趣
旨

に
則

り
、

選
挙

制
度

の
確

立
に

寄
与

す
る

こ
と

①
有

権
者

が
投

票
し

や
す

い
環

境
整

備
の

方
策

等
の

検
討

及
び

実
施

　
＜

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

指
標

＞

学
識

経
験

者
・
実

務
者

で
構

成
す

る
「
投

票
環

境
の

向
上

方
策

等
に

関
す

る
研

究
会

」
に

て
①

在
外

選
挙

人
名

簿
登

録
の

利
便

性
向

上
、

②
選

挙
人

名
簿

の
閲

覧
制

度
、

③
ＩＣ

Ｔ
を

活
用

し
た

将
来

の
投

票
環

境
向

上
の

可
能

性
を

柱
に

各
方

策
の

検
討

を
実

施

2
7
年

度

基
本

目
標

【
達

成
す

べ
き

目
標

及
び

目
標

設
定

の
考

え
方

・
根

拠
】

民
主

政
治

の
健

全
な

発
達

が
期

さ
れ

て
い

る
現

状
を

踏
ま

え
、

民
主

政
治

の
健

全
な

発
達

に
寄

与
す

る
た

め
、

選
挙

制
度

、
政

治
資

金
制

度
等

を
適

切
に

運
用

す
る

。
政

策
評

価
実

施
予

定
時

期
平

成
3
0
年

８
月

施
策

目
標

　
　

　
　

　
　

　
　

測
定

指
標

（
数

字
に

○
を

付
し

た
測

定
指

標
は

、
主

要
な

測
定

指
標

）
基

準
（
値

）
目

標
（
値

）

年
度

ご
と

の
目

標
（
値

）

平
成

2
8
年

度
に

取
り

ま
と

め
予

定
の

研
究

会
最

終
報

告
等

を
踏

ま
え

て
、

実
施

可
能

な
も

の
か

ら
、

制
度

改
正

を
実

施

2
9
年

度

投
票

率
が

低
下

傾
向

に
あ

る
中

、
現

在
の

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

IC
T
化

の
進

展
や

関
連

制
度

・
機

器
の

整
備

状
況

等
を

踏
ま

え
て

、
有

権
者

が
投

票
し

や
す

い
環

境
を

一
層

整
備

し
、

国
政

選
挙

・
地

方
選

挙
に

お
け

る
投

票
率

の
向

上
に

努
め

て
い

く
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
指

標
と

し
て

設
定

。

―
―

測
定

指
標

の
選

定
理

由
、

施
策

目
標

と
測

定
指

標
の

関
係

性
（
因

果
関

係
）

及
び

目
標

（
値

）
（
水

準
・
目

標
年

度
）
の

設
定

の
根

拠
年

度
ご

と
の

実
績

（
値

）
（
※

２
）

基
準

年
度

2
8
年

度
2
9
年

度

平
成

2
7
年

度
に

取
り

ま
と

め
た

研
究

会
中

間
報

告
を

踏
ま

え
て

、
実

施
可

能
な

も
の

か
ら

制
度

改
正

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

研
究

会
の

最
終

報
告

を
取

り
ま

と
め

る

平
成

2
8
年

度
に

取
り

ま
と

め
予

定
の

研
究

会
最

終
報

告
等

を
踏

ま
え

て
、

実
施

可
能

な
も

の
か

ら
、

制
度

改
正

を
実

施

主
要

な
政

策
に

係
る

政
策

評
価

の
事

前
分

析
表

（
平

成
2
8
年

度
実

施
政

策
）

政
策

（
※

１
）
名

政
策

７
：
選

挙
制

度
等

の
適

切
な

運
用

担
当

部
局

課
室

名
自

治
行

政
局

選
挙

部
選

挙
課

、
管

理
課

、
政

治
資

金
課

他
３

室

作
成

責
任

者
名

自
治

行
政

局
選

挙
部

管
理

課
長

髙
橋

　
秀

禎

政
策

の
概

要
社

会
ニ

ー
ズ

等
に

対
応

し
た

選
挙

制
度

に
係

る
調

査
研

究
、

選
挙

の
管

理
執

行
体

制
の

改
善

や
選

挙
制

度
の

周
知

等
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
政

治
資

金
収

支
報

告
書

の
公

表
等

に
よ

る
政

治
資

金
の

透
明

化
を

図
る

。
分

野
【
政

策
体

系
上

の
位

置
付

け
】

選
挙

制
度

等

（
総

務
省

２
８

－
⑦

）
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政
治

団
体

全
体

の
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

：
8
8
.4

％
【
平

成
2
4
年

分
～

平
成

2
6
年

分
収

支
報

告
】

2
7
年

度

政
治

団
体

全
体

で
、

過
去

３
ヵ

年
平

均
の

提
出

率
以

上
【
平

成
2
6
年

分
～

平
成

2
8
年

分
収

支
報

告
】

2
9
年

度

政
治

団
体

全
体

で
、

過
去

３
ヵ

年
平

均
の

提
出

率
以

上
【
平

成
2
5
年

分
～

平
成

2
7
年

分
収

支
報

告
】

政
治

団
体

全
体

で
、

過
去

３
ヵ

年
平

均
の

提
出

率
以

上
【
平

成
2
6
年

分
～

平
成

2
8
年

分
収

支
報

告
】

―
―

政
治

資
金

の
収

支
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

政
治

団
体

の
収

支
報

告
書

の
公

開
を

通
じ

て
国

民
の

監
視

の
下

に
置

か
れ

て
お

り
、

そ
の

是
非

な
ど

収
支

報
告

書
の

内
容

に
対

す
る

判
断

は
、

国
民

に
委

ね
ら

れ
て

い
る

も
の

で
あ

り
、

収
支

報
告

書
の

提
出

率
が

高
ま

る
こ

と
は

、
政

治
資

金
の

透
明

性
確

保
に

つ
な

が
る

こ
と

か
ら

、
指

標
と

し
て

設
定

。

政
党

、
政

治
資

金
団

体
に

つ
い

て
、

提
出

率
1
0
0
％

2
9
年

度

政
党

、
政

治
資

金
団

体
に

つ
い

て
、

提
出

率
1
0
0
％

―
―

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
つ

い
て

、
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

以
上 【
平

成
2
5
年

分
～

平
成

2
7
年

分
収

支
報

告
】

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
つ

い
て

、
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

以
上

【
平

成
2
6
年

分
～

平
成

2
8
年

分
収

支
報

告
】

―
―

2
9
年

度

制
度

の
認

知
度

：
8
0
％

以
上

国
民

投
票

権
年

齢
を

1
8
歳

に
引

き
下

げ
る

等
を

内
容

と
す

る
憲

法
改

正
国

民
投

票
法

改
正

法
が

平
成

2
6
年

6
月

2
0
日

に
公

布
・
施

行
さ

れ
、

施
行

後
４

年
以

降
は

投
票

権
年

齢
が

1
8
歳

に
引

き
下

が
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
制

度
内

容
を

有
権

者
、

選
挙

管
理

委
員

会
等

へ
周

知
啓

発
を

行
う

必
要

が
あ

る
た

め
、

指
標

と
し

て
設

定
。

―
―

政
治

資
金

の
透

明
性

を
確

保
す

る
こ

と
5

総
務

大
臣

届
出

政
治

団
体

の
収

支
報

告
書

提
出

率
（
収

支
報

告
書

定
期

公
表

率
）

　
＜

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

指
標

＞

政
党

本
部

：
1
0
0
％

政
党

支
部

：
9
8
.9

％
政

治
資

金
団

体
：

1
0
0
％

【
平

成
2
6
年

分
収

支
報

告
】

2
7
年

度

公
明

か
つ

適
正

な
国

民
投

票
の

執
行

を
実

現
す

る
た

め
、

国
民

投
票

制
度

の
認

知
度

を
高

め
る

こ
と

4
制

度
の

認
知

度
  
 ＜

ア
ウ

ト
カ

ム
指

標
＞

制
度

の
認

知
度

：
約

6
5
％

（
第

1
8
回

統
一

地
方

選
意

識
調

査
報

告
書

（
平

成
2
8
年

2
月

現
在

）
に

よ
る

）

2
7
年

度
制

度
の

認
知

度
：
8
0
％

以
上

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

：
9
5
.1

％
【
平

成
2
4
年

分
～

平
成

2
6
年

分
収

支
報

告
】

2
7
年

度

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
つ

い
て

、
過

去
３

ヵ
年

平
均

の
提

出
率

以
上

【
平

成
2
6
年

分
～

平
成

2
8
年

分
収

支
報

告
】

2
9
年

度
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(4
)

中
山

間
地

等
に

お
け

る
投

票
機

会
確

保
の

た
め

の
普

及
実

践
事

業
（
平

成
2
8
年

度
）

―
―

1
4
百

万
円

―

選
挙

人
の

投
票

機
会

の
確

保
や

利
便

性
の

向
上

を
図

る
た

め
に

、
中

山
間

地
域

等
に

お
け

る
投

票
所

ま
で

の
巡

回
バ

ス
等

の
運

行
や

無
料

乗
車

券
の

発
行

、
自

動
車

等
を

期
日

前
投

票
所

と
し

て
利

用
す

る
な

ど
の

移
動

支
援

の
取

組
、

ま
た

、
こ

れ
ら

の
取

組
と

共
通

投
票

所
の

設
置

や
期

日
前

投
票

時
間

の
弾

力
化

等
の

投
票

環
境

向
上

の
た

め
の

取
組

を
併

せ
て

行
う

な
ど

、
全

国
の

選
挙

管
理

委
員

会
が

行
っ

た
事

例
に

つ
い

て
調

査
研

究
を

行
い

、
導

入
経

緯
や

手
法

、
実

施
に

あ
た

っ
て

の
課

題
等

に
つ

い
て

、
分

析
・
整

理
し

、
報

告
書

と
し

て
ま

と
め

る
。

【
成

果
指

標
（
ア

ウ
ト

カ
ム

）
】

新
た

に
投

票
環

境
整

備
の

取
組

を
行

う
団

体
数

：
2
6
0
（
平

成
3
1
年

度
）

【
施

策
目

標
等

の
達

成
又

は
測

定
指

標
の

推
移

に
対

す
る

寄
与

の
内

容
】

中
山

間
地

等
に

お
け

る
投

票
機

会
確

保
の

た
め

の
普

及
実

践
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

中
山

間
地

域
等

で
の

課
題

等
を

分
析

・
整

理
し

、
そ

れ
ら

を
全

国
の

選
挙

管
理

委
員

会
の

投
票

に
活

か
す

こ
と

で
、

同
地

域
に

お
け

る
投

票
を

円
滑

に
行

う
こ

と
が

で
き

、
民

主
政

治
の

健
全

な
発

達
に

寄
与

す
る

。

新
2
8
-
0
0
0
3

(3
)

選
挙

人
名

簿
シ

ス
テ

ム
改

修
費

補
助

金
（
平

成
2
7
年

度
）

―
1
,5

8
9
百

万
円

（
1
,1

7
1
百

万
円

）
―

1

公
職

選
挙

法
等

の
改

正
（
選

挙
権

年
齢

の
引

下
げ

及
び

名
簿

登
録

制
度

の
見

直
し

）
に

伴
う

選
挙

人
名

簿
登

録
対

象
者

の
変

更
に

対
応

し
、

平
成

2
8
年

夏
に

予
定

さ
れ

て
い

る
参

議
院

議
員

通
常

選
挙

ま
で

に
改

修
を

完
了

さ
せ

る
た

め
に

、
市

区
町

村
等

が
保

有
す

る
選

挙
人

名
簿

シ
ス

テ
ム

等
の

改
修

に
要

す
る

経
費

に
対

し
て

補
助

を
行

う
。

【
成

果
指

標
（
ア

ウ
ト

カ
ム

）
】

改
修

の
達

成
度

：
1
0
0
％

（
平

成
2
7
年

度
）

【
施

策
目

標
等

の
達

成
又

は
測

定
指

標
の

推
移

に
対

す
る

寄
与

の
内

容
】

選
挙

人
名

簿
シ

ス
テ

ム
改

修
費

補
助

金
を

措
置

す
る

こ
と

に
よ

り
、

選
挙

権
年

齢
の

引
下

げ
及

び
名

簿
登

録
制

度
の

見
直

し
を

踏
ま

え
た

シ
ス

テ
ム

改
修

が
進

み
、

市
区

町
村

等
の

選
挙

実
施

を
円

滑
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

か
ら

、
公

職
選

挙
法

の
趣

旨
に

則
り

、
選

挙
制

度
の

確
立

に
寄

与
す

る
。

0
0
2
7

平
成

２
８

年
７

月
２

５
日

に
任

期
満

了
を

迎
え

る
参

議
院

議
員

の
通

常
選

挙
の

投
票

、
開

票
及

び
選

挙
会

等
の

事
務

、
公

営
制

度
並

び
に

参
議

院
議

員
通

常
選

挙
に

関
し

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

の
選

挙
人

へ
の

周
知

等
選

挙
の

管
理

執
行

に
必

要
と

な
る

経
費

に
つ

い
て

、
国

会
議

員
の

選
挙

等
の

執
行

経
費

の
基

準
に

関
す

る
法

律
（
以

下
「
執

行
経

費
基

準
法

」
と

い
う

。
）
等

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
や

日
本

郵
便

株
式

会
社

、
新

聞
広

告
業

者
な

ど
関

係
す

る
事

業
者

に
交

付
。

【
成

果
指

標
（
ア

ウ
ト

カ
ム

）
】

公
正

な
国

政
選

挙
の

確
実

な
実

施
　

・
代

替
指

標
／

実
施

し
た

選
挙

の
数

：
2
（
平

成
2
8
年

度
）

【
施

策
目

標
等

の
達

成
又

は
測

定
指

標
の

推
移

に
対

す
る

寄
与

の
内

容
】

参
議

院
議

員
通

常
選

挙
に

必
要

な
経

費
を

支
出

す
る

こ
と

に
よ

り
、

公
職

選
挙

法
の

趣
旨

に
則

っ
た

公
明

且
つ

適
正

な
選

挙
執

行
が

さ
れ

る
こ

と
で

、
民

主
政

治
の

健
全

な
発

達
に

寄
与

す
る

。

新
2
8
-
0
0
0
4

(5
)

参
議

院
議

員
通

常
選

挙
に

必
要

な
経

費
（
平

成
2
8
年

度
）

―
―

5
3
,4

6
2
百

万
円

―

在
外

選
挙

人
名

簿
登

録
事

務
（
市

町
村

選
挙

管
理

委
員

会
に

委
託

）
に

必
要

な
諸

様
式

や
在

外
投

票
に

必
要

な
投

票
用

紙
等

の
物

資
を

作
成

し
、

在
外

公
館

及
び

市
町

村
選

挙
管

理
委

員
会

に
対

し
送

付
す

る
。

国
政

選
挙

に
つ

い
て

、
都

道
府

県
又

は
市

町
村

選
挙

管
理

委
員

会
に

対
し

、
必

要
な

技
術

的
助

言
等

を
し

、
統

計
を

ま
と

め
る

。
有

権
者

が
投

票
し

や
す

い
環

境
を

整
備

し
、

投
票

率
の

向
上

を
図

る
た

め
の

具
体

的
方

策
に

つ
い

て
検

討
す

る
た

め
、

研
究

会
を

開
催

す
る

。
政

治
団

体
か

ら
提

出
さ

れ
る

収
支

報
告

書
等

に
つ

い
て

形
式

審
査

及
び

要
旨

の
官

報
告

示
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

れ
ら

を
閲

覧
に

供
し

、
請

求
に

応
じ

少
額

領
収

書
等

の
写

し
の

開
示

業
務

を
行

う
。

【
活

動
指

標
（
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
）
】

・
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

・
代

替
目

標
／

在
外

選
挙

人
名

簿
登

録
者

数
＜

参
考

指
標

＞
【
施

策
目

標
等

の
達

成
又

は
測

定
指

標
の

推
移

に
対

す
る

寄
与

の
内

容
】

選
挙

制
度

等
の

整
備

に
必

要
な

経
費

を
措

置
す

る
こ

と
に

よ
り

、
研

究
会

等
を

開
催

し
、

必
要

技
術

的
助

言
等

を
行

う
こ

と
で

、
都

道
府

県
又

は
市

町
村

選
挙

管
理

委
員

会
に

て
適

切
な

選
挙

制
度

が
行

わ
れ

、
公

職
選

挙
法

に
則

っ
た

選
挙

制
度

が
確

立
す

る
こ

と
に

寄
与

す
る

。

0
0
2
5

(2
)

参
加

・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

向
上

に
要

す
る

経
費

（
昭

和
3
2
年

度
）

4
2
百

万
円

（
3
8
百

万
円

）
5
2
1
百

万
円

（
4
4
4
百

万
円

）
1
3
4
百

万
円

3
,4

（
１

）
高

校
生

向
け

副
教

材
の

作
成

（
２

）
選

挙
権

年
齢

引
下

げ
の

周
知

啓
発

（
３

）
選

挙
啓

発
研

修
会

開
催

（
４

）
参

加
型

学
習

教
材

作
成

【
成

果
指

標
（
ア

ウ
ト

カ
ム

）
】

参
加

者
数

の
前

年
度

比
増

　
　

・
代

替
指

標
／

研
修

会
（
3
種

類
）
へ

の
参

加
者

数
：
1
1
8
8
人

（
平

成
2
8
年

度
）

参
加

者
数

の
前

年
度

比
増

　
　

・
代

替
指

標
／

啓
発

イ
ベ

ン
ト

へ
の

参
加

者
数

：
1
7
3
人

（
平

成
2
8
年

度
）

高
校

生
向

け
副

教
材

の
作

成
 ・

代
替

指
標

／
副

教
材

の
作

成
部

数
：
1
2
3
万

部
（
平

成
2
8
年

度
）

【
活

動
指

標
（
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
）
】

研
修

会
（
３

種
類

）
の

１
種

類
ご

と
開

催
数

：
1
6
回

若
者

フ
ォ

ー
ラ

ム
の

開
催

数
：
１

回
高

校
生

向
け

副
教

材
の

配
布

学
校

数
：
6
,6

7
3
校

【
施

策
目

標
等

の
達

成
又

は
測

定
指

標
の

推
移

に
対

す
る

寄
与

の
内

容
】

参
加

・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

向
上

の
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

国
民

一
人

一
人

が
政

治
や

選
挙

に
強

い
関

心
を

持
ち

、
主

権
者

と
し

て
の

自
覚

と
豊

か
な

政
治

常
識

、
高

い
選

挙
道

義
を

身
に

つ
け

る
こ

と
で

、
有

権
者

の
投

票
参

加
を

促
す

と
と

も
に

、
公

正
か

つ
厳

正
な

選
挙

執
行

の
実

現
に

寄
与

す
る

。

0
0
2
6

(1
)

選
挙

制
度

等
の

整
備

に
必

要
な

経
費

（
参

加
・
実

践
等

を
通

じ
た

政
治

意
識

向
上

に
要

す
る

経
費

を
除

く
。

）
5
7
百

万
円

（
2
8
百

万
円

）
5
2
百

万
円

（
2
8
百

万
円

）
5
4
百

万
円

1
～

2
,5

平
成

2
8
年

度
行

政
事

業
レ

ビ
ュ

ー
事

業
番

号
2
6
年

度
2
7
年

度
2
8
年

度

達
成

手
段

（
開

始
年

度
）

予
算

額
（
執

行
額

）
（
※

３
）

関
連

す
る

指
標

(※
４

)
達

成
手

段
の

概
要

等

9



※
１

　
政

策
と

は
、

「
目

標
管

理
型

の
政

策
評

価
の

実
施

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
（
平

成
2
5
年

1
2
月

2
0
日

政
策

評
価

各
府

省
連

絡
会

議
了

承
）
に

基
づ

く
別

紙
１

の
様

式
に

お
け

る
施

策
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
。

※
２

　
「
年

度
ご

と
の

実
績

（
値

）
」
欄

の
か

っ
こ

書
き

の
年

度
は

、
そ

の
測

定
指

標
の

直
近

の
実

績
（
値

）
の

年
度

を
示

し
て

い
る

。

※
３

　
前

年
度

繰
越

し
、

翌
年

度
繰

越
し

の
他

、
移

流
用

増
減

、
予

備
費

で
の

措
置

等
を

含
む

。

※
４

　
測

定
指

標
は

施
策

目
標

の
達

成
状

況
が

端
的

に
分

か
る

指
標

を
選

定
し

て
お

り
、

必
ず

し
も

達
成

手
段

と
関

連
し

な
い

た
め

「
―

」
と

な
る

こ
と

が
あ

る
。

―
―

―

議
会

制
民

主
政

治
の

下
に

お
け

る
政

党
そ

の
他

の
政

治
団

体
の

機
能

の
重

要
性

及
び

公
職

の
候

補
者

の
責

務
の

重
要

性
に

か
ん

が
み

、
政

治
団

体
及

び
公

職
の

候
補

者
に

よ
り

行
わ

れ
る

政
治

活
動

が
国

民
の

不
断

の
監

視
と

批
判

の
下

に
行

わ
れ

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
政

治
団

体
の

届
出

、
政

治
団

体
に

係
る

政
治

資
金

の
収

支
の

公
開

並
び

に
政

治
団

体
及

び
公

職
の

候
補

者
に

係
る

政
治

資
金

の
授

受
の

規
正

そ
の

他
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

に
よ

り
、

政
治

活
動

の
公

明
と

公
正

を
確

保
し

、
も

つ
て

民
主

政
治

の
健

全
な

発
達

に
寄

与
す

る
。

政
策

の
予

算
額

・
執

行
額

6
3
,1

2
5
百

万
円

（
5
6
,4

1
2
百

万
円

）
2
,1

6
2
百

万
円

（
1
,6

4
3
百

万
円

）
5
3
,6

8
0
百

万
円

政
策

に
関

係
す

る
内

閣
の

重
要

政
策

（
施

政
方

針
演

説
等

の
う

ち
主

な
も

の
）

施
政

方
針

演
説

等
の

名
称

年
月

日
関

係
部

分
（
抜

粋
）

(8
)

政
治

資
金

規
正

法
(昭

和
2
3
年

)
―

―
―

5

―
―

―
4

日
本

国
憲

法
第

9
6
条

に
定

め
る

日
本

国
憲

法
の

改
正

に
つ

い
て

、
国

民
の

承
認

に
係

る
投

票
に

関
す

る
手

続
を

定
め

る
と

と
も

に
、

あ
わ

せ
て

憲
法

改
正

の
発

議
に

係
る

手
続

の
整

備
を

行
う

。

(6
)

公
職

選
挙

法
（
昭

和
2
5
年

）
―

―
―

1
～

3
日

本
国

憲
法

 の
精

神
に

則
り

、
衆

議
院

議
員

、
参

議
院

議
員

並
び

に
地

方
公

共
団

体
の

議
会

の
議

員
及

び
長

を
公

選
す

る
選

挙
制

度
を

確
立

し
、

そ
の

選
挙

が
選

挙
人

の
自

由
に

表
明

せ
る

意
思

に
よ

つ
て

公
明

且
つ

適
正

に
行

わ
れ

る
こ

と
を

確
保

し
、

も
つ

て
民

主
政

治
の

健
全

な
発

達
を

期
す

る
。

(7
)

日
本

国
憲

法
の

改
正

手
続

に
関

す
る

法
律

（
平

成
1
9
年

）
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